
令和８年３月31日（火曜日） 第691号山　　形　　県　　公　　報

275

令和８年３月31日（火）

第691号

毎 週 火・金 曜 日 発 行

 目　　　　　次 

規　　　　　則

　○知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則…………………（人　事　課）…277

　○山形県公舎管理規則の一部を改正する規則……………………………………………………（管　財　課）…278

　○山形県県税条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則………………………（税　政　課）…281

　○山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則………………………………………（防災危機管理課）…同

　○山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則…………………（農業経営・所得向上推進課）…同

訓　　　　　令

　○昭和33年７月県訓令第27号（県職員等の旅費に関する条例第31条の規定に基づく旅費の

　　調整の基準）を廃止する訓令……………………………………………………………………（人　事　課）…322

　○建築基準法施行細則取扱規程の一部を改正する訓令…………………………………………（建築住宅課）…同

告　　　　　示

　○公立大学法人東北公益文科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する

　　規約………………………………………………………………………………（高等教育政策・学事文書課）…323

　○県税証紙売りさばき所の変更の承認……………………………………………………………（税　政　課）…326

　○山形県産業創造支援センターの開館時間及び休館日……………………………………（産業創造振興課）…327

　○山形県産業創造支援センターの利用料金…………………………………………………（　　　同　　　）…328

　○指定納付受託者の指定…………………………………………………………………（県産品・貿易振興課）…331

　○コイヘルペスウイルス病のまん延防止のためのコイの持出しを禁止する水域の範囲……（水産振興課）…同

　○基本測量の実施の通知……………………………………………………………………………（農村計画課）…同

　○基本測量の終了の通知……………………………………………………………………………（　　同　　）…332

　○公共測量の終了の通知……………………………………………………………………………（　　同　　）…同

　○同　　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…同

　○同　　　　　　　　　……………………………………………………………………………（　　同　　）…同

　○農用地利用集積等促進計画の認可………………………………………………………………（農村整備課）…333

　○山形県遊学の森の利用日及び利用時間…………………………………………（最上総合支庁森林整備課）…334

　○山形県眺海の森の利用日及び利用時間…………………………………………（庄内総合支庁森林整備課）…335

　○道路の区域の変更…………………………………………………………………（村山総合支庁建設総務課）…同

　○県道の供用の開始…………………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）…同

　○道路の区域の変更…………………………………………………………………（庄内総合支庁建設総務課）…336

　○一般国道の供用の開始……………………………………………………………（　　　　　同　　　　　）…同

　○公共測量の終了の通知………………………………………………………………………（県土利用政策課）…同

　○同　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　　同　　　）…同

　○同　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　　同　　　）…337

　○市町村決定に係る都市計画の変更の図書の写しの縦覧………………………………………（都市計画課）…同

　○都市計画事業の変更の認可………………………………………………………………………（下 水 道 課）…同

　○同　　　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　同　　）…338

　○同　　　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　同　　）…同

　○同　　　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　同　　）…同

　○同　　　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　同　　）…同

県 章



令和８年３月31日（火曜日） 第691号山　　形　　県　　公　　報

276

　○同　　　　　　　　　　　………………………………………………………………………（　　同　　）…339

　○山形県海浜公園の利用料金………………………………………………………………………（空港港湾課）…同

　○昭和39年８月県告示第707号（山形県財務規則の規定による建設工事請負契約約款、

　　物件売払契約約款及び物件購入契約約款）の一部改正………………………………………（会　計　局）…340

議　会　関　係

告　　示

　○山形県議会事務局規程の一部を改正する規程……………………………………………………………………… 同

教育委員会関係

訓　　令

　○県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準を

　　廃止する訓令…………………………………………………………………………………………………………… 同

　○山形県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令……………………………………………………………341

　○県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の日額旅費支給規程を

　　廃止する訓令…………………………………………………………………………………………………………… 同

　○県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準の

　　特例を廃止する訓令…………………………………………………………………………………………………… 同

　○山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令……………………………………………342

　○山形県立加茂水産高等学校の職員の旅行手当の額を定める規程を廃止する訓令………………………………… 同

選挙管理委員会関係

告　　示

　○直接請求に必要な有権者の数………………………………………………………………………………………… 同

人事委員会関係

訓　　令

　○事務局職員の日額旅費の支給及び旅費の調整の基準を廃止する訓令……………………………………………343

内水面漁場管理委員会関係

指　　示

　○内水面漁業協同組合別水産動植物の増殖数量……………………………………………………………………… 同

　○コイヘルペスウイルス病のまん延防止のためのコイの持出しの禁止及び放流等の制限………………………345

企 業 局 関 係

規　　程

　○山形県企業局職員住宅管理規程の一部を改正する規程…………………………………………………………… 同

　○山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程………………………………………346

　○山形県企業局就業規程の一部を改正する規程……………………………………………………………………… 同

　○山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程…………………………………………………………………… 同

　○山形県企業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程………………………………………………347



令和８年３月31日（火曜日） 第691号山　　形　　県　　公　　報

277

病院事業局関係

規　　程

　○山形県病院事業局職員旅費支給規程の一部を改正する規程……………………………………………………… 同

　○山形県病院事業局財務規程の一部を改正する規程…………………………………………………………………348

　○山形県病院事業局就業規程の一部を改正する規程………………………………………………………………… 同

　○山形県病院事業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程…………………………………………… 同

　○山形県病院事業局職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程………………………………………349

　○山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程………………………………… 同

公　　　　　告

　○大規模小売店舗の変更の届出………………………………………………………（商業振興・経営支援課）…350

　○同　　　　　　　　　　　　………………………………………………………（　　　　 同 　　　　）…同

 　　　　　　　　　　　　

規　　　　　則
 　　　　　　　　　　　　

　知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第22号

知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部を改正する規則

　知事の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成18年３月県規則第64号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第３項第１号中「第19条の10の４第10項第２号」を「第19条の10の５第14項第１号ロ」に改め、同表に

次の２項を加える。

５　教育委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託に係る公益信託に関する法律（令和６年法律第

30号。以下「公益信託法」という。）による次の事項

(1)	第６条の規定による認可（以下「公益信託認可」という。）に関すること。

(2)	第10条（第12条第６項及び第22条第７項において準用する場合を含む。）の規定による公益信託認可等に

関する意見の聴取に関すること。

(3)	第11条（第12条第６項及び第22条第７項において準用する場合を含む。）の規定による公益信託認可等の

公示に関すること。

(4)	第12条第１項の規定による公益信託に係る信託の変更等の認可に関すること。

(5)	第13条の規定による行政庁の変更を伴う変更の認可の場合における申請書の経由及び事務の引継ぎに関す

ること。

(6)	第14条の規定による特別の事情による信託の変更等の届出の受理及び公示に関すること。

(7)	第15条の規定による受託者の辞任等の届出の受理及び公示に関すること。

(8)	第21条の規定による財産目録等の提出の受理及び公表に関すること。

(9)	第22条第１項の規定による公益信託の併合等の認可に関すること。

(10)	第25条の規定による公益信託の終了の届出の受理及び公示に関すること。

(11)	第26条の規定による公益信託の残余財産の給付の見込み等の届出の受理及び公示に関すること。

(12)	第28条第１項の規定による報告の徴収、立入検査等（合議制の機関の庶務をつかさどる職員として行う

ものを含む。）に関すること。

(13)	第29条（第30条第３項において準用する場合を含む。）の規定による勧告、勧告の内容の公表、措置命

令、措置命令の公示及び意見の聴取に関すること。

(14)	第30条の規定による公益信託認可の取消し及び公益信託認可の取消しの公示に関すること。

(15)	第32条の規定による許認可等行政機関等からの意見に関すること。

(16)	第38条において準用する第34条第１項及び第３項の規定による合議制の機関への諮問に関すること。

(17)	第38条において準用する第35条第２項の規定による答申に基づく措置についての報告に関すること。

(18)	第38条において準用する第36条の規定による届出に係る書類の写し等の合議制の機関への送付並びに許
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認可等行政機関からの意見及び合議制の機関に諮問せずに措置を講じた旨の合議制の機関への通知に関する

こと。

(19)	第38条において準用する第37条の規定による合議制の機関からの勧告及び勧告に基づく措置についての

報告に関すること。

(20)	第40条の規定による官庁等への協力依頼等に関すること。

６　教育委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする旧公益信託（公益信託法附則第４条第１項に規定する旧

公益信託をいう。以下同じ。）に係る公益信託法による次の事項

(1)	附則第４条第１項の規定による公益信託への移行の認可（以下「移行認可」という。）に関すること。

(2)	附則第10条の規定による移行認可に関する意見の聴取に関すること。

(3)	附則第11条の規定による旧主務官庁への通知に関すること。

(4)	附則第16条において準用する附則第13条第１項及び第３項の規定による合議制の機関への諮問に関するこ

と。

(5)	附則第16条において準用する附則第14条において準用する第35条第２項の規定による答申に基づく措置に

ついての報告に関すること。

(6)	附則第16条において準用する附則第15条の規定による合議制の機関に諮問せずに措置を講じた旨の通知に

関すること。

　別表第２に次の２項を加える。

５　公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託に係る公益信託法による次の事項

(1)	別表第１第５項各号に規定する事項

６　公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とする旧公益信託に係る公益信託法による次の事項

(1)	別表第１第６項各号に規定する事項

附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県公舎管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第23号

山形県公舎管理規則の一部を改正する規則

　山形県公舎管理規則（昭和43年４月県規則第18号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第１項中「建設年次（当該公舎が大規模の模様替その他の改修を行つた公舎で当該改修に要した費用の

額が当該改修を行う直前の当該公舎に係る公有財産台帳（山形県公有財産規則（昭和49年４月県規則第25号）第23

条に規定する台帳をいう。）の評価額の２分の１に相当する額以上であるものの場合にあつては、当該改修が終了

した年次）」を「経過年数」に改め、同項の表を次のように改める。

構造 経過年数別区分
公舎面積区分

70平方メートル未満 70平方メートル以上

木造 円 円

５年未満 367 451

５年以上10年未満 341 419

10年以上15年未満 316 388

15年以上20年未満 290 356

20年以上25年未満 264 325

25年以上30年未満 239 293

30年以上 213 262

鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造

５年未満 367 451

５年以上10年未満 351 432

10年以上15年未満 336 413

15年以上20年未満 320 394
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　別表第１中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、同表第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同表

第３項とし、同表第１項の次に次の１項を加える。

　２　前項の経過年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。

(1)	次号に掲げる公舎以外の公舎　当該公舎の新築工事が完了した日の属する年度の翌年度の４月１日から起

算した年数 

(2)	大規模の模様替その他の改修を行つた公舎で当該改修に要した費用の額が当該改修を行う直前の当該公舎

に係る公有財産台帳（山形県公有財産規則（昭和49年４月県規則第25号）第23条に規定する台帳をいう。）

の評価額の２分の１に相当する額以上であるもの　当該改修工事が完了した日の属する年度の翌年度の４月

１日から起算した年数に10年を加えた年数

　別表第２を次のように改める。

別表第２

公舎名 使用料の額（円）

山形第６号職員アパート 1,800

山形第７号職員アパート 1,900

山形第８号職員アパート 1,900

山形第12号職員アパート 1,800

山形第13号職員アパート 1,800

山形第15号職員アパート 1,700

山形第16号職員アパート 1,800

山形第18号職員アパート 1,900

山形第19号職員アパート 2,000

山形第21号職員アパート 1,900

山形第22号職員アパート 1,900

山形第23号職員アパート 1,500

山形第24号職員アパート 2,000

山形第25号職員アパート 1,900

山形第26号職員アパート 1,900

寒河江第４号職員アパート 1,400

村山第５号職員アパート 1,300

新庄第３号職員アパート 1,300

新庄第６号職員アパート 1,300

新庄第７号職員アパート 1,300

新庄第８号職員アパート 1,300

米沢第３号職員アパート 1,400

米沢第５号職員アパート 1,400

米沢第６号職員アパート 1,500

米沢第７号職員アパート 1,500

米沢第８号職員アパート 1,500

米沢第９号職員アパート 1,400

長井第５号職員アパート 1,300

小国第３号職員アパート 1,200

20年以上25年未満 305 375

25年以上30年未満 289 356

30年以上35年未満 274 337

35年以上40年未満 258 317

40年以上45年未満 243 298

45年以上50年未満 227 279

50年以上 212 260
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鶴岡第５号職員アパート 1,200

鶴岡第６号職員アパート 1,300

鶴岡第７号職員アパート 1,400

鶴岡第８号職員アパート 1,400

鶴岡第９号職員アパート（単身） 1,300

　　　　　　　　　　　（世帯） 1,400

三川第１号職員アパート 1,300

三川第２号職員アパート 1,300

酒田第５号職員アパート 1,400

酒田第７号職員アパート 1,400

酒田第８号職員アパート 1,200

酒田第９号職員アパート 1,400

東京第１号職員アパート 6,100

東京第２号職員アパート 8,000

山形警第12号職員アパート 1,800

山形警第13号職員アパート 1,800

山形警第14号職員アパート 1,900

山形警第17号職員アパート 2,100

山形警第20号職員アパート 1,900

山形警第21号職員アパート 1,500

山形警第22号職員アパート 1,500

山形警第23号職員アパート 1,500

山形警第24号職員アパート 1,500

山形警第25号職員アパート 1,800

山形警第26号職員アパート 1,500

山形警第27号職員アパート 1,700

山形警第28号職員アパート 2,000

山形警第29号職員アパート 2,100

上山警第３号職員アパート 1,400

天童警第２号職員アパート 1,500

天童警第３号職員アパート 1,600

寒河江警第４号職員アパート 1,200

寒河江警第５号職員アパート 1,400

村山警第４号職員アパート 1,500

村山警第５号職員アパート 1,300

尾花沢警第４号職員アパート 1,200

新庄警第５号職員アパート 1,300

新庄警第６号職員アパート 1,500

新庄警第７号職員アパート 1,300

新庄警第８号職員アパート 1,200

庄内警第３号職員アパート 1,200

庄内警第４号職員アパート 1,200

酒田警第６号職員アパート 1,100

酒田警第７号職員アパート 1,600

酒田警第８号職員アパート 1,200

酒田警第９号職員アパート 1,500

酒田警第10号職員アパート 1,300

酒田警第11号職員アパート 1,400

酒田警第12号職員アパート 1,400
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附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県県税条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第24号

山形県県税条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

　山形県県税条例の一部を改正する条例（令和５年７月県条例第20号）附則第１項第４号に掲げる規定の施行期日

は、令和８年５月21日とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第25号

山形県災害救助法施行細則の一部を改正する規則

　山形県災害救助法施行細則（昭和35年１月県規則第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第２第１項第１号ハを次のように改める。

ハ　鉄道賃、船賃、車賃、その他の交通費及び宿泊費

　　　　県職員等の旅費に関する条例（昭和26年10月県条例第48号）に定める額以内とする。

附　則　

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

山形県規則第26号

山形県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

　山形県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和54年12月県規則第62号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「（平成20年政令第296号）並びに」を「（平成20年政令第296号）、」に、「）の」を「）並びに環境

と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和４年法律第37号。

以下「みどりの食料システム法」という。）、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業

酒田警第13号職員アパート 1,400

鶴岡警第10号職員アパート 1,300

鶴岡警第11号職員アパート 1,200

鶴岡警第12号職員アパート 1,300

鶴岡警第13号職員アパート 1,400

鶴岡警第14号職員アパート 1,500

長井警第４号職員アパート 1,300

小国警第２号職員アパート 1,200

南陽警第３号職員アパート 1,300

南陽警第４号職員アパート 1,300

米沢警第７号職員アパート 1,300

米沢警第８号職員アパート 1,400

米沢警第９号職員アパート 1,400

米沢警第10号職員アパート 1,400

米沢警第11号職員アパート 1,400

米沢警第12号職員アパート 1,300

米沢警第13号職員アパート 1,300
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活動の促進等に関する法律施行令（令和４年政令第229号）、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環

境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則（令和４年農林水産省令第42号）の」に改める。

　第２条第１項中「県」を「県又は融資機関」に改め、同項の表中「六次産業化法第11条の規定により法の特例の

適用を受ける場合にあつては９年以内（据置期間３年以内を含む。）」を「六次産業化法第11条の規定により法の

特例の適用を受ける場合にあつては９年以内（据置期間３年以内を含む。）、みどりの食料システム法第25条の規

定により法の特例の適用を受ける場合にあつては９年以内（据置期間１年以内を含む。）」に、「六次産業化法第

11条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては５年以内（据置期間３年以内を含む。）」を「六次産業

化法第11条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては５年以内（据置期間３年以内を含む。）、みどり

の食料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては５年以内（据置期間２年以内を含

む。）」に、「六次産業化法第11条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては12年以内（据置期間５年以

内を含む。）」を「六次産業化法第11条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては12年以内（据置期間

５年以内を含む。）、みどりの食料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては12年以

内（据置期間３年以内を含む。）」に改め、同条第２項中「県」を「県又は融資機関」に改め、同項の表中「。）」

を「。第９条第９項の表において同じ。）」に改め、同条第３項中「県」を「県又は融資機関」に改める。

　第５条第１項中「沿岸漁業改善資金の貸付け」を「県からの沿岸漁業改善資金の貸付け（以下「直接貸付け」と

いう。）」に、同条第３項、第４項及び第５項中「沿岸漁業改善資金の貸付け」を「直接貸付け」に改める。

　第６条の見出し中「貸付け」を「貸付資格認定」に改め、同条第１項中「沿岸漁業改善資金の貸付け」を「貸付

資格の認定」に、「沿岸漁業改善資金貸付申請書（別記様式第１号。以下「貸付申請書」という。）に知事が別に定

める事業計画書」を「沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書（別記様式第１号。以下「認定申請書」という。）に

経営等改善措置に関する計画（別記様式第２号から別記様式第２号の４まで）、生活改善措置に関する計画（別記

様式第３号から別記様式第３号の２まで）又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画（別記様式第４号から別記

様式第４号の６まで）」に改め、「当該事業計画書及び」を削り、「認定農商工等連携事業計画」を「認定農商工等

連携事業計画を含み」に、「、六次産業化法第11条」を「を含み、六次産業化法第11条」に、「）を添え」を「を含

み、みどりの食料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受けようとする場合にあつてはみどりの食料シ

ステム法第23条第１項の認定環境負荷低減事業活動実施計画又は認定特定環境負荷低減事業活動実施計画を含む。

以下「事業計画書」という。）を添え」に、「応じ、」を「応じ、直接貸付けを受けようとする場合にあつては」

に、「経由して」を「、融資機関からの沿岸漁業改善資金の貸付け（以下「転貸」という。）を受けようとする場合

にあつては融資機関を経由して」に改め、同条第２項中「山形県漁業協同組合」を「事務処理機関及び融資機関」

に、「前項」を「第１項」に、「提出のあつた貸付申請書」を「同項第２号に掲げる沿岸漁業改善資金に係る認定申

請書（添付書類を含む。）」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２　事務処理機関及び融資機関は、前項の規定により認定申請書（事業計画書を含む。以下同じ。）の提出があつ

た場合は、速やかに当該認定申請書を知事に、直接貸付けを希望するときにあつては次条第１項に規定する貸付

申請書を、転貸を希望するときにあつては第９条第１項に規定する沿岸漁業改善資金借入申込書の写し（以下こ

の条において「添付書類」という。）を添えて送付するものとする。

第７条の見出しを「（県による貸付け）」に改め、同条第１項中「貸付申請書」を「第１項の規定による認定申

請書及び貸付申請書」に、「含む」を「含む。以下同じ」に、「貸付けの決定」を「貸付資格の認定及び貸付けの決

定」に改め、同項を同条第３項とし、同条第２項中「貸付けの決定」を「貸付資格の認定及び貸付けの決定」に、

「沿岸漁業改善資金貸付決定通知書（別記様式第３号」を「沿岸漁業改善資金貸付資格認定書（別記様式第６号）

及び沿岸漁業改善資金貸付決定通知書（別記様式第７号」に、「別記様式第４号」を「別記様式第８号」に、「当該

申請者」を「申請者」に改め、同項を同条第４項とし、同条第３項の前に次の２項を加える。

直接貸付けを受けることを希望する者（以下この条及び次条において「申請者」という。）は、前条第１項の規

定による認定申請書の提出とあわせ、沿岸漁業改善資金貸付申請書（別記様式第５号。以下「貸付申請書」とい

う。）を事務処理機関を経由して知事に提出するものとする。

２　前条第３項の規定は、前項の規定により事務処理機関に貸付申請書の提出があつた場合について準用する。

第８条第１項中「申請者は、」を「申請者は、前条第４項の規定により」に、「別記様式第５号」を「別記様式

第９号」に改め、同条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２　第６条第３項の規定は、前項の規定により事務処理機関に借用証書の提出があつた場合について準用する。

第13条を第16条とする。

第12条中「貸付申請書」を「認定申請書、貸付申請書」に、「の提出」を「（認定申請書、事業完了報告書及び

支払猶予申請書にあつては、直接貸付けの場合に限る。）の提出」に、「第６条」を「第６条第１項及び第３項、第
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７条第１項及び第２項」に、「、第９条第３項及び第10条」を「及び第２項、第10条第３項及び第５項並びに第13

条第１項及び第３項」に、「第７条第２項（前条第２項において準用する場合を含む。）」を「第７条第４項及び第

14条第２項」に、「通知」を「事務処理機関への通知」に改め、同条を第15条とする。

第11条第２項を次のように改める。

２　知事は、前項の規定により支払猶予の決定を行つたときは、沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書（別記様式

第24号）を当該申請者に交付するとともに、その旨を沿岸漁業改善資金支払猶予決定連絡書（別記様式第25号）

により事務処理機関又は融資機関に通知するものとし、貸付けをしない旨の決定を行つたときは、その旨を当該

申請者及び事務処理機関又は融資機関に通知するものとする。

第11条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３　知事は、前条第２項の規定により県貸付金支払猶予申請書の提出があつたときは、審査を行い、猶予すること

が相当と認めたときは、融資機関に沿岸漁業改善資金県貸付金支払猶予決定通知書（別記様式第26号）を交付す

るものとする。

第11条を第14条とする。

第10条第１項中「（農商工等連携促進法第14条第１項又は六次産業化法第11条第１項の規定により適用される場

合を含む。）」を削り、「別記様式第７号」を「別記様式第22号」に、「事務処理機関を経由して」を「、直接貸付

けを受けた者にあつては事務処理機関を、転貸を受けた者にあつては融資機関を経由して」に改め、同条第２項中

「第６条第２項」を「第６条第３項」に、「前項」を「第１項」に、「山形県漁業協同組合に」を「事務処理機関

又は融資機関に提出があつた」に、「の提出があつた」を「を知事に送付する場合及び前項の規定により融資機関

が県貸付金支払猶予申請書を知事に提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。

２　融資機関は、前項の規定により支払猶予申請書の提出があつたときは、速やかに、当該申請書とあわせて沿岸

漁業改善資金県貸付金支払猶予申請書（別記様式第23号。以下「県貸付金支払猶予申請書」という。）を知事に

提出するものとする。

第10条を第13条とする。

第９条第１項中「沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者」を「直接貸付け又は転貸を受けた者（以下「借受者」

という。）」に、同条第３項中「沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者」を「借受者」に、「別記様式第６号」を

「別記様式第18号。青年漁業者等養成確保資金のうち研修教育資金を借り入れた者にあつては、研修終了（事業実

施）報告書（別記様式第19号）」に、「知事に提出しなければならない。この場合において、第６条第１項第２号

の沿岸漁業改善資金の貸付けを受けた者にあつては、庄内総合支庁長を経由しなければならない」を「直接貸付け

を受けた者にあつては事務処理機関を経由して知事に、転貸を受けた者にあつては融資機関に提出しなければなら

ない」に改め、同条第３項の次に次の３項を加える。

４　融資機関は、前項の規定による事業完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに、知事に

沿岸漁業改善資金県貸付金事業実施報告書（別記様式第20号。以下「県貸付金事業実施報告書」という。）を提

出するものとする。

５　第６条第３項の規定は、第３項の規定により事務処理機関に提出のあつた事業完了報告書を知事に送付する場

合及び前項の規定により融資機関が県貸付金事業実施報告書を知事に提出する場合について準用する。

６　事業完了報告書又は県貸付金事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事

が認めて必要な指示をした場合は、借受者又は融資機関は、その指示に従わなければならない。

第９条を第10条とし、同条の次に次の２条を加える。

　（貸付資格認定の取消し）

第11条　知事は、貸付決定から事業が完了するまでの間に、経営等改善措置、生活改善措置又は青年漁業者等養成

確保措置に関する計画が達成できない見込みとなつた場合は、当該計画に係る貸付資格の認定を取り消すものと

し、沿岸漁業改善資金貸付資格認定取消通知書（別記様式第21号）により借受者に通知するとともに、借受者が

転貸を受けているときは、融資機関に対してその旨を通知し、期限前償還等の所定の手続を行わなければならな

いものとする。

　（期限前償還）

第12条　貸付けの決定を行つた知事又は融資機関は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでも沿

岸漁業改善資金の貸付金の全部又は一部につき、期限を示して期限前償還を請求することができるものとする。

(1)	沿岸漁業改善資金の貸付金を当該貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2)	償還金の支払いを怠つたとき。
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(3)	前２号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

２　知事は、融資機関が次のいずれかに該当する場合は、融資機関に対し、いつでも県貸付金の全部又は一部につ

き、期限を定めて期限前償還を請求することができるものとする。

(1)	県貸付金を沿岸漁業改善資金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2)	知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務及

び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠つたとき。

(3)	県貸付金の償還金の支払いを怠つたとき（借受者による沿岸漁業改善資金の償還を法第10条（農商工等連携

促進法第14条第１項又は六次産業化法第11条第１項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）の規定

により猶予していたことにより、融資機関が、県貸付金の償還を償還期日までに行うことができない場合を除

く。）。

(4)	前３号に掲げる場合のほか、正当な理由がなく貸付けの条件に違反したとき。

　第８条の次に次の１条を加える。

　（融資機関による貸付け及び県貸付金の貸付け）

第９条　転貸を受けることを希望する者（以下この条において「申請者」という。）は、融資機関に沿岸漁業改善

資金借入申込書（別記様式第10号）を提出するものとする。

２　知事は、転貸について、認定申請書の提出があつたときは、法第８条の規定に該当するかどうかを審査し、貸

付資格の認定の決定を行い、申請者に沿岸漁業改善資金貸付資格認定書を交付するとともに、沿岸漁業改善資金

貸付資格認定通知書（別記様式第11号）により融資機関に通知するものとする。

３　融資機関は、前２項の規定による沿岸漁業改善資金借入申込書の提出及び沿岸漁業改善資金貸付資格認定通

知書の送付を受けた場合において、沿岸漁業改善資金の貸付けを行うために必要な資金（以下「県貸付金」とい

う。）の貸付けを受けようとするときは、知事に沿岸漁業改善資金県貸付金貸付申請書（別記様式第12号。以下

「県貸付金貸付申請書」という。）を提出するものとする。

４　知事は、県貸付金貸付申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行い、貸付けを行うことが適当であると

認めたときは、貸付けの決定を行い、融資機関に沿岸漁業改善資金県貸付金貸付決定通知書（別記様式第13号）

を交付するものとし、貸付けをしない旨の決定をしたときは、その旨を融資機関及び申請者に通知するものとす

る。

５　融資機関は、知事から沿岸漁業改善資金県貸付金貸付決定通知書の交付を受けたときは、速やかに、申請者に

対し沿岸漁業改善資金貸付決定通知書（別記様式第14号）を交付するものとする。

６　融資機関は、県貸付金の交付を受けようとするときは、知事に沿岸漁業改善資金県貸付金支払請求書（別記様

式第15号。以下「県貸付金支払請求書」という。）を提出するものとする。

７　県貸付金の交付は、前項の規定による支払請求を受けて行うものとする。この場合において、融資機関は、県

貸付金の交付を受ける際、沿岸漁業改善資金県貸付金借用証書（別記様式第16号。以下「県貸付金借用証書」と

いう。）を知事に提出するものとする。

８　第６条第３項の規定は、融資機関が第３項の規定による県貸付金貸付申請書、第６項の規定による県貸付金支

払請求書及び前項の規定による県貸付金借用証書を知事に提出する場合について準用する。

９　県貸付金の償還期間等は、次の表のとおりとする。

資金の種類 償還期間等

(1) 第２条第１項の表第１号から

第４号までに掲げる資金

８年以内（据置期間２年以内を含む。）。ただし、農商工等連携促進法

第14条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては10年以内

（据置期間４年以内を含む。）、農林漁業バイオ燃料法第10条の規定に

より法の特例の適用を受ける場合にあつては10年以内（据置期間２年以

内を含む。）、六次産業化法第11条の規定により法の特例の適用を受け

る場合にあつては10年以内（据置期間４年以内を含む。）、みどりの食

料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつて

は10年以内（据置期間２年以内を含む。）
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10　融資機関は、転貸を受ける者との金銭消費貸借契約を沿岸漁業改善資金貸借契約書兼借用証書（別記様式第17

号。以下「貸借契約書兼借用証書」という。）により行うものとする。この場合において、当該貸付契約に係る

償還期間等は、第２条各項の表の規定を準用し、融資機関は当該転貸貸付けを受ける者に対し、貸借契約書兼借

用証書裏面の特約条項を遵守させるものとする。

11　融資機関は、県貸付金の交付を受けたときは、速やかに沿岸漁業改善資金の貸付けを行うものとする。この場

合において、融資機関は、当該貸付けを行うことを条件として転貸を受ける者に対して既存債権の償還条件の変

更等をしてはならない。

12　融資機関は、次に掲げる場合は、直ちに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

(1)	沿岸漁業改善資金の貸付けの業務を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)	沿岸漁業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となつた場合

13　融資機関は、県貸付金を沿岸漁業改善資金の貸付けの目的以外の目的に使用してはならず、また、知事が当該

融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場

合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく報告するものとする。

14　既に貸付資格の認定を受けている者が当該認定に係る転貸を受けようとする場合における第１項の規定の適用

については、同項中「を提出する」とあるのは、「を提出するとともに、借入申込書の写し及び資格認定書の写

しを知事に提出する」とし、第２項の規定は適用しない。

　別記様式第９号中「 」を削り、同様式を別記様式第25号とし、同様式の次に次の１様式を加える。

(2) 第２条第１項の表第５号に掲

げる資金

５年以内（据置期間３年以内を含む。）。ただし、農商工等連携促進法

第14条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては６年以内

（据置期間４年以内を含む。）、農林漁業バイオ燃料法第10条の規定に

より法の特例の適用を受ける場合にあつては６年以内（据置期間３年以

内を含む。）、六次産業化法第11条の規定により法の特例の適用を受け

る場合にあつては６年以内（据置期間４年以内を含む。）、みどりの食

料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつて

は６年以内（据置期間３年以内を含む。）

(3) 第２条第１項の表第６号、第

８号及び第11号並びに同条第３

項の表第１号に掲げる資金

６年以内（据置期間２年以内を含む。）

(4) 第２条第１項の表第７号に掲

げる資金

３年以内（据置期間１年以内を含む。）。ただし、イーパブ又はレー

ダートランスポンダにあつては、６年以内（据置期間１年以内を含む。）

(5) 第２条第１項の表第９号及び

第10号並びに同条第３項の表第

２号に掲げる資金

６年以内（据置期間１年以内を含む。）

(6) 第２条第１項の表第12号及び

第13号並びに同条第３項の表第

３号に掲げる資金

11年以内（据置期間４年以内を含む。）。ただし、農商工等連携促進法

第14条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつては13年以内

（据置期間６年以内を含む。）、農林漁業バイオ燃料法第10条の規定に

より法の特例の適用を受ける場合にあつては13年以内（据置期間４年以

内を含む。）、六次産業化法第11条の規定により法の特例の適用を受け

る場合にあつては13年以内（据置期間６年以内を含む。）、みどりの食

料システム法第25条の規定により法の特例の適用を受ける場合にあつて

は13年以内（据置期間４年以内を含む。）

(7) 第２条第２項の表第１号に掲

げる資金

４年以内（据置期間１年以内を含む。）。ただし、自家用給排水施設又

は太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材にあつては、３年以内（据置

期間１年以内を含む。）

(8) 第２条第２項の表第２号に掲

げる資金

８年以内（据置期間１年以内を含む。）

(9) 第２条第２項の表第３号に掲

げる資金

４年以内（据置期間１年以内を含む。）
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様式第26号

　別記様式第８号中「 」を削り、同様式を別記様式第24号とし、別記様式第７号を別記様式第22号とし、同様式

の次に次の１様式を加える。
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様式第23号

　別記様式第６号を別記様式第18号とし、同様式の次に次の３様式を加える。
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様式第19号
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様式第20号
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様式第21号

　別記様式第５号を別記様式第９号とし、同様式の次に次の８様式を加える。
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様式第10号
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様式第11号

様式第12号

 

 

様式第12号 

 

 

 

 

 

 

  

沿岸漁業改善資金県貸付金貸付申請書 

 

 

    年  月  日

山形県知事 氏      名  殿 

 

融資機関名 

代 表 者 

                     

沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54 年法律第 25 号）第３条第２項に規定する沿岸漁業改

善資金の貸付けを実施するため、下記のとおり貸付金を借用したいので、山形県沿岸漁業改

善資金貸付規則第９条第３項の規定により申請します。 

 

記 

 

沿岸漁業改善資金県貸付金借入金額       円 

 

（注）漁業従事者等から提出のあつた借入申込書の写し及び資料等を添付すること。 

 

 

様式第12号 

 

 

 

 

 

 

  

沿岸漁業改善資金県貸付金貸付申請書 

 

 

    年  月  日

山形県知事 氏      名  殿 

 

融資機関名 

代 表 者 

                     

沿岸漁業改善資金助成法（昭和 54 年法律第 25 号）第３条第２項に規定する沿岸漁業改

善資金の貸付けを実施するため、下記のとおり貸付金を借用したいので、山形県沿岸漁業改

善資金貸付規則第９条第３項の規定により申請します。 

 

記 

 

沿岸漁業改善資金県貸付金借入金額       円 

 

（注）漁業従事者等から提出のあつた借入申込書の写し及び資料等を添付すること。 



令和８年３月31日（火曜日） 第691号山　　形　　県　　公　　報

294

様式第13号
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様式第14号
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様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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　別記様式第４号中「 」を削り、同様式を別記様式第８号とする。

　別記様式第３号中「さきに」を「　年　月　日付けで」に改め、「 」を削り、同様式を別記様式第７号とする。

　別記様式第１号中「第６条」を「第７条」に改め、同様式を別記様式第５号とし、同様式の次に次の１様式を加

える。

様式第６号

　別記様式第２号を次のように改める。
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様式第２号
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別紙

　別記様式第２号の次に次の11様式を加える。

 

 

別紙

１１　　収収支支計計画画

（ 年度） 年度 年度 年度
千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

その他（ ）

その他（ ）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

２２　　償償還還計計画画

千円 千円 千円 千円

今後の予想最近１年間

漁 船 保 険 料

収
入

漁
 
 

業
 
 

部
 
 

門

小      　　　　     　計　  　(ｲ)

小      　　　　     　計　    　(ｱ)

函 代

加 工 資 材 費

修 理 費

消 耗 品 費

乗 組 員 等 給 与

乗 組 員 等 保 険 料

燃 料 費

漁 具 費

食 料 費

種 苗 費

餌 料 費

氷 代

沿岸漁業改善資金償還金　　　(ｶ)

償 還
財 源

漁業部門差引損益　　　(ｳ)

経  常  損  益      （ｴ) + (ｵ)

漁業部門減価償却費　            (ｷ)

差 引 余 裕 金      　(ｳ) + (ｷ) - (ｶ)

営 業 外 収 入

営 業 外 支 出

（ う ち 借 入 金 利 息 ）

差 引 営 業 外 損 益　　(ｴ)

経   常   損   益 　　(ｳ) + (ｴ) + (ｵ)

漁
業
以
外

の
事
業

営
業
外

の
収
支

販 売 手 数 料

差引損益      　(ｱ) － (ｲ) ＝ (ｳ)

支
 
 
　
出

収 入

支 出

（ う ち 減 価 償 却 ）

差　　引　　損　　益　　　　(ｴ)

営 業 費

公 租 公 課

減 価 償 却 費

収収支支計計画画及及びび償償還還計計画画

水 揚 高
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様式第２号の２
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様式第２号の３
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様式第２号の４
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様式第３号
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様式第３号の２

 

 

 

 



令和８年３月31日（火曜日） 第691号山　　形　　県　　公　　報

312

様式第４号
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様式第４号の２
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様式第４号の３
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様式第４号の４
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様式第４号の５
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様式第４号の６
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　別記様式第２号の前に次の１様式を加える。
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様式第１号

附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則の施行の日前に改正前の山形県沿岸漁業改善資金貸付規則に基づいて貸し付けられた資金について

は、なお従前の例による。

 　　　　　　　　　　　　

訓　　　　　令
 　　　　　　　　　　　　

山形県訓令第１号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　昭和33年７月県訓令第27号（県職員等の旅費に関する条例第31条の規定に基づく旅費の調整の基準）は、廃止

し、令和８年４月１日から施行する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県訓令第２号

県 土 整 備 部

総　合　支　庁

　建築基準法施行細則取扱規程の一部を改正する訓令をここに公布する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

建築基準法施行細則取扱規程の一部を改正する訓令

　建築基準法施行細則取扱規程（昭和30年５月県訓令第23号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１号及び第５号中「手数料の県証紙に消印し」を削る。

　第７条中「別記様式第４号による」を削る。

　第15条中「第10条第２項」を「第10条第４項」に改める。

　第17条中「（第１号及び第２号に掲げるものにあつては、別記様式第９号）」を削る。

　別記様式第１号から別記様式第４号までを次のように改める。

様式第１号から様式第４号まで　削除

　別記様式第７号の３中「法第９条第１項、第10項の規定により」を「同法第９条第１項又は第10項の規定によ 

 
附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の山形県沿岸漁業改善資金貸付規則に基づいて貸し付

けられた資金については、なお従前の例による。 
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　　　  「

る」に、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第８号から別記様式第10号までを次のように改める。

様式第８号から様式第10号まで　削除

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

 　　　　　　　　　　　　

告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第230号

　公立大学法人東北公益文科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規約を次のとおり定めた。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

公立大学法人東北公益文科大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規約

　（趣旨）

第１条　この規約は、公立大学法人東北公益文科大学（以下「法人」という。）の業務運営並びに財務及び会計に

関し、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」という。）第123条第２項で協議して定めるもの

とする事項のうち、同項に規定する規則で定めるものとされているもののほか、法の施行に関し必要な事項を次

のとおり協議して定めるものとする。

　（監査報告の作成）

第２条　法第13条第４項の規定により規則で定める事項については、この条の定めるところによる。

２　監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第１号並びに第５項第３号及び第４号にお

いて同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1)	法人の役員及び職員

(2)	前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

３　前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設

及び維持を認めるものと解してはならない。

４　監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及

び情報の交換を図るよう努めなければならない。

設 計 者 等

免 許

登 録 等

（　）級建築士国土交通大臣（　）県知事登録第（　）号

（　）級建築士事務所（　）県知事登録第（　）号　建設

業者建設大臣（　）県知事登録第（　）号宅地建物取引業

者建設大臣（　）県知事登録第（　）号

住 所

氏 名

設 計 者 等

免 許

登 録 等

・（　　）建築士

国土交通大臣第（　　）号

（　　）知事第（　　）号

・（　　）建築士事務所

（　　）知事登録（　　）第（　　）号

・建設業者

国土交通大臣（　　）第（　　）号

（　　）知事（　　）第（　　）号

・宅地建物取引業者

国土交通大臣（　　）第（　　）号

（　　）知事（　　）第（　　）号

住 所

氏 名
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５　法第13条第４項に規定する監査報告（以下「監査報告」という。）には、次に掲げる事項を記載しなければな

らない。

(1)	監事の監査の方法及びその内容

(2)	法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び法第25条第１項に規定する中期目標（以

下「中期目標」という。）の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3)	法人の役員の職務の執行が、法令等に適合して行われることを確保するための体制その他当該法人の業務の

適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4)	法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5)	監査のための必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6)	監査報告を作成した日

　（監事の調査の対象となる書類）

第３条　法第13条第６項第２号に規定する規則で定める書類は、法人がこの規約の規定に基づき山形県知事及び庄

内広域行政組合理事長（以下「知事及び理事長」という。）に提出する書類とする。

　（業務方法書の記載事項）

第４条　法第22条第２項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1)	業務委託の基準

(2)	競争入札その他契約に関する基本的事項

(3)	その他法人の業務の執行に関し必要な事項

　（料金の上限の認可の申請等）

第５条　法人は、法第23条第１項の規定により料金の上限の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した申請書を知事及び理事長に提出しなければならない。

(1)	料金の種類及び上限

(2)	料金の上限の額の算定の根拠

(3)	料金の上限の範囲内において徴収しようとする料金の額

２　法人は、法第23条第１項後段の規定により料金の上限の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとす

る事項及びその理由を記載した申請書を知事及び理事長に提出しなければならない。

　（中期計画の認可の申請等）

第６条　法人は、法第26条第１項の規定により中期計画（同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。）の認可を

受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前まで

に、知事及び理事長に提出しなければならない。

２　法人は、法第26条第１項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする

事項及びその理由を記載した申請書を知事及び理事長に提出しなければならない。

　（中期計画の記載事項）

第７条　法第26条第２項第７号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1)	施設及び設備に関する計画

(2)	人事に関する計画

(3)	積立金の使途

(4)	その他法人の業務運営に関し必要な事項

　（会計処理）

第８条　知事及び理事長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収

益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができ

る。

２　前項の規定による指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資

本剰余金に対する控除として計上するものとする。

　（財務諸表）

第９条　法第34条第１項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基

準注解（平成16年総務省告示第221号）に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

　（事業報告書の作成）

第10条　法第34条第２項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)	次に掲げる法人に関する基礎的な情報
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イ　目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体の長、組織図その他の法人の概要

ロ　事務所（従たる事務所を含む。）の所在地

ハ　資本金の額（前事業年度末からの増減を含む。）

ニ　在学する学生の数

ホ　役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

ヘ　常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び平均年齢並びに法人への出向者の数

ト　非常勤職員の数

(2)	財務諸表（法第34条第１項に規定する財務諸表をいう。次号において同じ。）の要約

(3)	次に掲げる財務情報

イ　財務諸表に記載された事項の概要

ロ　重要な施設等の整備等の状況

ハ　予算及び決算の概要

(4)	事業に関する説明

イ　財源の内訳

ロ　財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5)	前各号に掲げるもののほか、事業に関する事項

　（財務諸表等の閲覧期間）

第11条　法第34条第３項に規定する規則で定める期間は、６年とする。

　（剰余金の処分に係る承認の手続）

第12条　法人は、法第40条第３項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事及び理

事長に提出しなければならない。

(1)	承認を受けようとする金額

(2)	前号の金額を充てようとする剰余金の使途

２　前項の申請書には、法第40条第１項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度

の損益計算書その他知事及び理事長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

　（積立金の処分に係る承認の手続）

第13条　法人は、法第40条第４項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事及び理

事長に提出し、中期目標の期間の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）の次の事業年度の６

月30日までに、同項の承認を受けなければならない。

(1)	承認を受けようとする金額

(2)	前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

２　前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算

書その他知事及び理事長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

　（納付金の納付の手続）

第14条　法人は、法第40条第５項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余（以下「納付金」

という。）の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損

益計算書その他の当該納付金の額の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の

事業年度の６月30日までに、知事及び理事長に提出しなければならない。ただし、前条第１項の申請書を提出し

たときは、これに添付した同条第２項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

　（納付金の納付期限）

第15条　納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の７月10日までに納付しなければならない。

　（短期借入金の認可の申請）

第16条　法人は、法第41条第１項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同

条第２項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した

申請書を知事及び理事長に提出しなければならない。

(1)	借入れ又は借換えを必要とする理由

(2)	借入金の額

(3)	借入先

(4)	借入金の利率

(5)	借入金の償還の方法及び期限
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(6)	利息の支払の方法及び期限

(7)	その他知事及び理事長が必要と認める事項

　（重要な財産の処分等の認可の申請）

第17条　法人は、法第44条第１項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下「重要な財産の

処分等」という。）の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事及び理事長に提出

しなければならない。

(1)	重要な財産の処分等に係る財産の内容及び予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法により重要な

財産の処分等を行う場合にあっては、適正な見積価額）

(2)	重要な財産の処分等の条件

(3)	重要な財産の処分等の方法

(4)	法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

　（設立団体の出資に係る財産の処分等の協議）

第18条　法人は、設立団体の出資に係る財産の全部又は一部を譲渡し、又は担保に供しようとするとき（重要な財

産の処分等を行おうとするときを除く。）は、あらかじめ、知事及び理事長に協議しなければならない。

２　前項の規定による協議は、前条各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

　（内部組織）

第19条　法第56条の２第１号に規定する規則で定める法人の内部組織は、次に掲げる現に存する理事長の直近下位

の内部組織（次項において「現内部組織」という。）であって、同号に規定する再就職者（離職後２年を経過し

た者を除く。次項において同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。

(1)	副理事長

(2)	理事

(3)	監事

(4)	東北公益文科大学

２　直近７年間に存し、又は存していた前項各号に掲げる理事長の直近下位の内部組織であって、再就職者が離

職前５年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあって

は、他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前５年間に

当該現内部組織に在職していたものとみなす。

　（管理又は監督の地位）

第20条　法第56条の２第２号に規定する規則で定める法人の管理又は監督の地位にある職は、法人の教育研究上の

重要な組織の長の職、法人の職員の給与の支給の基準に基づき管理職手当の支給を受ける職又はこれに準ずる職

として法人が定める職とする。

　（業務実績等報告書）

第21条　法第78条の２第２項に規定する報告書には、中期計画に定めた項目ごとに自ら評価を行った結果を記載し

なければならない。

附　則

　（施行期日）

１　この規約は、令和８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　法人の成立後最初の事業年度の属する中期計画に係る第６条第１項の規定の適用については、同項中「当該中

期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

３　法人の成立の際法第６条第３項の規定により法人に出資された財産のうち、償却資産については、第８条第１

項の規定による指定があったものとみなす。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第231号

　山形県県税規則（昭和29年６月県規則第42号）第41条の９第１項の規定により、県税証紙売りさばき所の変更を

次のとおり承認した。　

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子
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山形県告示第232号

　山形県産業創造支援センター条例（平成11年３月県条例第13号）第８条第２項の規定により山形県産業創造支援

センターの開館時間及び休館日を次のとおり承認した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　開館時間及び休館日

備考　１　研究開発室、新規創業室及び指定駐車場については、その使用者が使用の許可を受けた期間中閉館時

間及び休館日にかかわらず利用することができる。

２　多目的ホール、視聴覚室及び会議室について使用の許可を受けた場合は、閉館時間並びに日曜日及び

土曜日においても当該施設を使用することができる。

２　適用期間

　　令和８年４月１日から令和11年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

売りさばき人の名称

売 り さ ば き 所 の 所 在 地

変更年月日

変 更 前 変 更 後

山形県自動車団体連合会

山形市大字漆山字行段1422番地

社団法人山形県自家用自動車協

会山形支部内

山形市大字漆山字行段1422番地

一般社団法人山形県自家用自動

車協会山形支部内

令和 8. 4. 1

山形市大字漆山字行段1422番地

社団法人日本自動車販売協会連

合会山形県支部内

山形市大字漆山字行段1422番地

一般社団法人日本自動車販売協

会連合会山形県支部内

山形市立谷川三丁目3553番地２

社団法人全国軽自動車協会連合

会山形県事務取扱所内

東田川郡三川町大字押切新田字

歌枕109番地６

社団法人日本自動車販売協会連

合会山形県支部山形県自動車登

録業務代行センター庄内分室内

東田川郡三川町大字押切新田字

歌枕109番地６

一般社団法人日本自動車販売協

会連合会山形県支部山形県自動

車登録業務代行センター庄内分

室内

東田川郡三川町大字押切新田字

歌枕109番地２

社団法人山形県自家用自動車協

会庄内分室内

東田川郡三川町大字押切新田字

歌枕109番地２

一般社団法人山形県自家用自動

車協会庄内分室内

東田川郡三川町大字押切新田字

歌枕109番地６

社団法人全国軽自動車協会連合

会山形県事務取扱所庄内支所内

開　館　時　間 休　　　　　　　　館　　　　　　　　日

午前９時から午後

５時まで

１　日曜日及び土曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

３　12月29日から翌年の１月３日までの日
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山形県告示第233号

　山形県産業創造支援センター条例（平成11年３月県条例第13号）第10条第２項の規定により山形県産業創造支援

センターの利用料金を次のとおり承認した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用料金

(1)	施設

イ　研究開発室、新規創業室及び指定駐車場の利用料金の額

備考　

１　研究開発室、新規創業室及び指定駐車場の使用を月の中途から開始する場合又は月の中途で終了する

場合の当該月に係る利用料金の額は、１日につきの利用料金の額に、それぞれ当該月における使用日数

を乗じて得た額とする。

２　研究開発室又は新規創業室（以下「研究開発室等」という。）の使用に当たり、これらに備え付けら

れた設備を利用して電気を消費する場合は、この表に掲げる額に、当該消費した電気に係る実費に相当

する額を加算するものとする。

ロ　研究開発室及び新規創業室の利用料金の額の特例

研究開発室等の使用の許可を受けた者が次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当する場合の利用料金

の額は、研究開発室等（当該許可に係る研究開発室等が複数あるときは、その面積が最大であるもの）の１

室分の利用料金に限り、イにかかわらず、同表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる種別及び面積に

応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

種　別　及　び　面　積

利　用　料　金　の　額

１月につき １日につき

研究開発室 ８平方メートル 20,800円 600円

40平方メートル 104,000円 3,400円

68平方メートル 176,800円 5,800円

81平方メートル 210,600円 7,000円

135平方メートル 351,000円 11,700円

新規創業室 ８平方メートル 12,000円 400円

40平方メートル 60,000円 2,000円

68平方メートル 102,000円 3,400円

81平方メートル 121,500円 4,000円

135平方メートル 202,500円 6,700円

指定駐車場 12平方メートル 3,000円 100円
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備考　

１　研究開発室及び新規創業室の使用を月の中途から開始する場合又は月の中途で終了する場合の当該月

に係る利用料金の額は、１日につきの利用料金の額に、それぞれ当該月における使用日数を乗じて得た

区　　　分 種　別　及　び　面　積

利用料金の額

１月につき １日につき

(ｲ) 新規創業室の使用

の許可を受けた者

が、当該許可の有効

期間の満了の日の翌

日から研究開発室の

使用の許可を受けて

当該研究開発室を使

用する場合であっ

て、当該研究開発室

の使用を開始した日

から２年を経過して

いないとき。

研究開発室 40平方メートル　　　　 77,000円 2,500円

68平方メートル 130,900円 4,300円

81平方メートル 155,925円 5,100円

135平方メートル 259,875円 8,600円

(ﾛ) 研究開発室の使用

の許可を受けた者が

当該研究開発室を使

用する場合（(ｲ)に

該当する場合を除

く。）

研究開発室 ８平方メートル 19,800円 600円

40平方メートル 99,000円 3,300円

68平方メートル 168,300円 5,600円

81平方メートル 200,475円 6,600円

135平方メートル 334,125円 11,100円

(ﾊ) ８平方メートル又

は40平方メートルの

新規創業室の使用の

許可を受けた者で

あって指定管理者が

適当と認めるもの

が、当該新規創業室

を使用する場合で

あって、当該新規創

業室の使用を開始し

た日から３年を経過

していないとき。

新規創業室 ８平方メートル 6,600円 200円

40平方メートル 33,000円 1,100円

(ﾆ) 新規創業室の使用

の許可を受けた者が

当該新規創業室を使

用する場合（(ﾊ)に

該当する場合を除

く。）

新規創業室 40平方メートル 55,000円 1,800円

68平方メートル 93,500円 3,100円

81平方メートル 111,375円 3,700円

135平方メートル 185,625円 6,100円
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額とする。

２　研究開発室等の使用に当たり、これらに備え付けられた設備を利用して電気を消費する場合は、この

表に掲げる額に、当該消費した電気に係る実費に相当する額を加算するものとする。

ハ　多目的ホール、視聴覚室及び会議室の利用料金の額

備考　

１　140平方メートルの会議室を半面のみ使用する場合は、この表に掲げる額の２分の１に相当する額と

する。

２　多目的ホール、視聴覚室及び会議室の使用時間において、当該使用の開始の時刻から１時間ごとに区

分した時間に、休館日以外の日の午前９時から午後５時までの間の時間とそれ以外の時間とにまたがる

ものがある場合は、当該時間は休館日以外の日の午前９時から午後５時までの間の時間とみなす。

(2)	設備

２　適用期間

　　令和８年４月１日から令和11年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種　別　及　び　面　積 単　　　位

利　用　料　金　の　額

休館日以外の日の

午前９時から午後

５時まで

左記以外の時間

多目的ホール 170平方メートル １時間当たり 2,200円 5,300円

視聴覚室 135平方メートル 1,800円 4,900円

会議室 81平方メートル 900円 2,200円

140平方メートル 1,800円 4,400円

区　　　　　　　　　　分 単　　　位 金　　　額

出力設備 デジタルフルカラー複写機 １枚当たり カラーで出力した場合にあっ

ては60円、白黒で出力した場

合にあっては10円

大型紙対応カラープリンタ 日本産業規格Ｂ０の用紙を用

いる場合にあっては2,700円

（大学の学生、高等学校の生

徒又はこれらに準ずる者（以

下「大学生等」という。）

が、その作品の印刷のため当

該用紙を用いる場合にあって

は、1,500円）、日本産業規

格Ａ０の用紙を用いる場合に

あっては1,800円（大学生等

が、その作品の印刷のため当

該用紙を用いる場合にあって

は、1,000円）

視聴覚設備 データプロジェクター １時間当たり 100円
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山形県告示第234号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、指定納付受託者を次のとおり指定し

た。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　指定納付受託者の名称及び事務所の所在地

　　ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

　　東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号

２　指定納付受託者が納付事務を行うことができる歳入

山形応援寄付金（株式会社まちのわがインターネットを通じて提供する公金の支払に係るシステムを利用して

納付されるものに限る。）

３　指定年月日

　　令和８年４月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第235号

　コイヘルペスウイルス病のまん延防止のためのコイの持出しの禁止及び放流等の制限（令和８年３月県内水面漁

場管理委員会指示第２号）１の(1)によりコイの持出しを禁止する水域の範囲を次のとおり定める。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　次に掲げる水域を除く天童豊栄床固めから上流の最上川並びにその支流及び当該支流に合流する小支流

(1)	水窪ダムから上流の刈安川、前ヶ沢川及び矢沢川並びにそれらの支流及び当該支流に合流する小支流

(2)	東置賜郡川西町大字上小松地内の蓬田頭首工から上流の犬川並びにその支流及び当該支流に合流する小支流

２　米沢市内の松が岬公園の堀

３　鍛冶川及び鍛冶川との合流点から下流の地蔵川

４　横堀排水路、沼尻排水路及び白竜湖

５　東根市内の大木沢沼、堂ノ前沼、龍興寺沼及び光専寺沼

６　東根市内の大木沢沼から取水する用水路及びそれに連接する全ての用水路

７　最上川との合流点から蝉田川との合流点までの大旦川及び大沢川

８　村山東根土地改良区の第一号幹線排水路、第二号幹線排水路及び第三号幹線排水路

９　東根市大字長瀞地内の二の堀

10　新井田川並びにその支流及び当該支流に合流する小支流並びに豊川

11　鶴岡市熊出地内の赤川頭首工から下流の赤川並びにその支流及び当該支流に合流する小支流

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第236号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を実施する旨の通知があった。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施する地域

山形市、米沢市、酒田市、新庄市、上山市、長井市、尾花沢市、南陽市、北村山郡大石田町、最上郡金山町、

同郡最上町、同郡舟形町、同郡真室川町、同郡大蔵村、同郡鮭川村、同郡戸沢村、東置賜郡高畠町、同郡川西

町、西置賜郡小国町、同郡白鷹町及び同郡飯豊町

２　基本測量を実施する期間

　　令和８年５月18日から令和９年３月31日まで

３　作業の種類

　　基本測量（空中写真撮影・オルソ作成）
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山形県告示第237号

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により、国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量

を終了した旨の通知があった。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　基本測量を実施した地域

　　村山市及び東根市

２　基本測量を実施した期間

　　令和７年６月１日から令和８年２月25日まで

３　作業の種類

　　基本測量（水準測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第238号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、山形県知事から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　上山市細谷ほか地内

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年６月20日から令和８年２月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（用地測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第239号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、山形地方法務局長か

ら次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

山形市香澄町二丁目の一部、香澄町三丁目の一部、十日町一丁目、十日町三丁目の一部、十日町四丁目、幸町

の一部、八日町一丁目及び三日町二丁目

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年11月１日から令和８年２月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第240号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、山形県知事から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があった。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　東置賜郡高畠町大字夏茂地内

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年11月１日から令和８年３月18日まで

３　作業の種類

　　公共測量（２級基準点測量）
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山形県告示第241号

　農地中間管理事業の推進に関する法律（平成25年法律第101号）第18条第１項の規定により、農用地利用集積等

促進計画を次のとおり認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　農用地利用集積等促進計画の概要

賃借権の設定等を受ける

土地の所在する市町村

賃借権の設定等を受ける

者の数
賃借権の設定等を受ける土地

山 形 市 70者 山形市服部81番１ほか283筆

上 山 市 ９者 上山市原口字南原1241番ほか17筆

天 童 市 10者 天童市大字高擶字院主田2332番２ほか32筆

山 辺 町 ８者 東村山郡山辺町大字大 字大 1204番ほか28筆

中 山 町 ４者 東村山郡中山町大字達磨寺字東屋浦2947番ほか17筆

寒河江市 157者 寒河江市大字高屋字台下731番ほか713筆

河 北 町 57者 西村山郡河北町谷地字東1957番ほか356筆

西 川 町 ２者 西村山郡西川町大字間沢字下堀1598番ほか87筆

朝 日 町 １者 西村山郡朝日町大字大谷字猿田2972番１ほか７筆

村 山 市 51者 村山市大字西郷字中田南714番１ほか347筆

東 根 市 27者 東根市大字島大堀字島浦157番１ほか76筆

大石田町 ７者 北村山郡大石田町大字海谷字大目1195番ほか26筆

新 庄 市 13者 新庄市大字萩野字塩野221番ほか39筆

最 上 町 ８者 最上郡最上町大字富沢字大久保4884番ほか49筆

舟 形 町 ２者 最上郡舟形町長者原字白山2110番１ほか３筆

米 沢 市 11者 米沢市広幡町成島444番１ほか105筆

南 陽 市 11者 南陽市金山字三石田5433番ほか171筆

川 西 町 ８者 東置賜郡川西町大字中小松字 田3629番ほか76筆

長 井 市 ７者 長井市五十川字川原二5607番１ほか82筆

白 鷹 町 ９者 西置賜郡白鷹町大字畔藤字上越田10234番１ほか44筆
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２　認可年月日

　　令和８年３月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第242号

　山形県遊学の森条例（平成15年３月県条例第24号）第３条第２項の規定により、山形県遊学の森の利用日及び利

用時間を次のとおり承認した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用日及び利用時間

２　適用期間

　　令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

飯 豊 町 32者 西置賜郡飯豊町大字添川字東山二4549番ほか208筆

三 川 町 16者 東田川郡三川町大字神花字通向74番ほか64筆

遊 佐 町 11者 飽海郡遊佐町大蕨岡字大淵89番ほか48筆

施　　　設　　　名 利　　　用　　　日 利　 用　 時　 間

森林交流館 １月４日から３月20日までの日

（月曜日（その日が国民の祝日に

関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日（以下「休

日」という。）であるときは、そ

の日後においてその日に最も近い

休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時まで

３月21日から４月28日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

４月29日から５月５日までの日 午前９時から午後４時30分まで

５月６日から７月21日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

７月22日から８月19日までの日 午前９時から午後４時30分まで

８月20日から11月20日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

11月21日から12月28日までの日

（月曜日（その日が休日であると

きは、その日後においてその日に

最も近い休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時まで
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山形県告示第243号

　山形県眺海の森条例（昭和63年７月県条例第40号）第３条第２項の規定により、山形県眺海の森の利用日及び利

用時間を次のとおり承認した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用日及び利用時間

２　適用期間

　　令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第244号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において令和８年３月31日から同年４月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　天童高原山口線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第245号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において令和８年３月31日から同年４月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　天童高原山口線

２　供用開始の区間　　天童市大字山口字西田2873番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　本郷2363番１まで

３　供用開始の期日　　令和８年３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施　　　設　　　名 利　　　用　　　日 利　 用　 時　 間

森林学習展示館 ４月10日から11月30日までの日

（月曜日（その日が国民の祝日に

関する法律（昭和23年法律第178

号）に規定する休日（以下「休

日」という。）であるときは、そ

の日後においてその日に最も近い

休日でない日）を除く。）

午前９時から午後４時30分まで

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

天童市大字山口字西田2873番から

同　　　　　　　本郷2363番１まで
旧

16.0

　 　   ～

10.8

メートル

54
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
19.1

　 　   ～

11.5

メートル

同　上
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山形県告示第246号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において令和８年３月31日から同年４月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　344号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第247号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、一般国道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において令和８年３月31日から同年４月14日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　路　　線　　名　　344号

２　供用開始の区間　　酒田市安田字一ノ上21番４地先から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　  38番６地先まで

　　　　　　　　　　　酒田市安田字一ノ上38番６地先から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　　  38番３地先まで

３　供用開始の期日　　令和８年３月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第248号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、大石田町長から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

北村山郡大石田町大字大石田、大字横山、大字田沢、大字海谷、大字川前、緑町及び桂木町の一部

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年10月29日から令和８年２月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（車載写真レーザ測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第249号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、大石田町長から次の

とおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

区　　　　　　　　　　　　　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　　長

酒田市上安田字竹ノ内250番から

同　　上野曽根字下中割100番２まで
旧

22.0

　 　   ～

7.2

メートル

2,209
メートル

酒田市上安田字竹ノ内176番１から

同　　上野曽根字下中割100番２まで

38.9

　 　   ～

15.2

メートル

2,654
メートル

同　　　　　　　　　　　　　　　　上 新
38.9

　 　   ～

15.2

メートル

同　上
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北村山郡大石田町大字大石田、大字今宿、大字横山、大字田沢、大字海谷、大字岩ケ袋、大字豊田、大字駒

籠、大字大浦、大字白鷺、大字次年子、緑町、桂木町及び駅前通りの一部

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年10月31日から令和８年２月27日まで

３　作業の種類

　　公共測量（車載写真レーザ測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第250号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方

整備局飯豊山系砂防事務所長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった｡

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　公共測量を実施した地域

　　西置賜郡小国町五味沢地内

２　公共測量を実施した期間

　　令和７年12月22日から令和８年３月９日まで

３　作業の種類

　　公共測量（基準点測量及びＧＮＳＳ標高測量）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第251号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第２項の規定により、同法第21

条第２項において準用する同法第20条第１項の規定に基づき中山町から送付のあった都市計画の変更の図書の写し

を次のとおり縦覧に供する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　変更に係る都市計画の種類及び名称

(1)	種　類　山形広域都市計画下水道

(2)	名　称　中山町公共下水道

２　縦覧の場所

　　県土整備部都市計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第252号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　上山市

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　山形広域都市計画下水道事業

(2)	名　称　　上山市公共下水道

３　変更の内容

　　事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　昭和50年３月５日から令和13年３月31日まで
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山形県告示第253号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　東根市

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　東根都市計画下水道事業

(2)	名　称　　東根公共下水道（最上川流域下水道（村山処理区）東根市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　設計の概要および事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　昭和51年９月22日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第254号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　天童市

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　山形広域都市計画下水道事業

(2)	名　称　　天童公共下水道（最上川流域下水道（山形処理区）天童市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　設計の概要及び事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　昭和61年５月27日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第255号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　中山町

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　山形広域都市計画下水道事業

(2)	名　称　　中山町公共下水道（最上川流域下水道（山形処理区）中山町流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　設計の概要及び事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　平成元年８月15日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第256号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子
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１　施行者の名称

　　上山市

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　山形広域都市計画下水道事業

(2)	名　称　　上山市公共下水道

　　　　　　　　（最上川流域下水道（山形処理区）上山市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　平成14年３月８日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第257号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を次のとおり

認可した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　施行者の名称

　　天童市

２　都市計画事業の種類及び名称

(1)	種　類　　山形広域都市計画下水道事業

(2)	名　称　　天童公共下水道（最上川流域下水道（村山処理区）天童市流域関連公共下水道）

３　変更の内容

　　事業施行期間の変更

４　事業施行期間

　　平成22年３月２日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第258号

　山形県海浜公園条例（平成17年７月県条例第82号。以下「条例」という。）第11条第２項の規定により、山形県

海浜公園の利用料金を次のとおり承認した。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　利用料金

(1)	条例第３条第１項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をする場合の利用料金

(2)	海浜公園の施設を使用する場合の利用料金

２　適用期間

　　令和８年４月１日から令和13年３月31日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　　　　　　　　　　分 単　　位 利用料金

マリンパーク鼠ヶ関 条例第３条第１項第１号に掲げる行為 １人１日につき 700円

条例第３条第１項第２号に掲げる行為
１平方メートル１日

につき
70円

施　　　　　設 期　　間　　等 単　　位 利用料金

マリンパーク鼠ヶ関 駐車場
７月１日から８月31日ま

での午前８時から午後５

時まで

１日１回につき 1,000円

シャワー １回につき 100円
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山形県告示第259号

　昭和39年８月県告示第707号（山形県財務規則の規定による建設工事請負契約約款、物件売払契約約款及び物件

購入契約約款）の一部を次のように改正し、令和８年４月１日から施行する。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

第１　建設工事請負契約約款の一部を次のように改正する。

第36条第10項、第55条第３項、第56条第５項、第57条第２項及び第60条中「年2.5パーセント」を「年3.0パーセ

ント」に改める。

第２　物件売払契約約款の一部を次のように改正する。

第６条第１項及び第７条第１項中「年2.5パーセント」を「年3.0パーセント」に改める。

第３　物件購入契約約款の一部を次のように改正する。

第10条第１項及び第13条第１項中「年2.5パーセント」を「年3.0パーセント」に改める。

第４　印刷物製造請負契約約款の一部を次のように改正する。

第13条第１項、第16条第１項及び第21条中「年2.5パーセント」を「年3.0パーセント」に改める。

　議　会　関　係　

告　　　　　示

山形県議会告示第２号

　山形県議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県議会議長　　田　　　澤　　　伸　　　一

山形県議会事務局規程の一部を改正する規程

　山形県議会事務局規程（昭和45年10月県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

　第11条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号から第11号までを１号ずつ繰り上げる。

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　教育委員会関係　

訓　　　　　令

山形県教育委員会訓令第１号

局　　　　　中

教　育　機　関

　県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準を廃止す

る訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基

準を廃止する訓令

県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準（昭和35

年４月山形県教育委員会訓令第１号）は、廃止する。

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。
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山形県教育委員会訓令第２号

局　　　　　　　　　　　中

教育機関（県立学校を除く。）

　山形県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

山形県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

　山形県教育委員会職員服務規程（昭和43年７月県教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第４号中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 　　　　　　　　　　　　　　　　　」

附　則

１　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

２　改正前の別記様式第４号の規定による用紙でこの訓令の施行の際現に残存するものは、所要の措置を講じた上

で当分の間使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県教育委員会訓令第３号

局　　　　　中

教　育　機　関

　県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の日額旅費支給規程を廃止す

る訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の日額旅費支給規

程を廃止する訓令

　県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の日額旅費支給規程（昭和48

年３月山形県教育委員会訓令第３号）は、廃止する。

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県教育委員会訓令第４号

局　　　　　中

教　育　機　関

　県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準の特例を

廃止する訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基

準の特例を廃止する訓令

　県教育委員会事務局職員、県立学校その他の教育機関の職員及び市町村立学校職員の旅費の調整の基準の特例

（昭和51年１月山形県教育委員会訓令第１号）は、廃止する。

出
張

日額出張 日

普通出張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日

出　　　　 張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日
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附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県教育委員会訓令第５号

局　　　　　　　　　　　中

教育機関（県立学校を除く。）

　山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程の一部を改正する訓令

　山形県教育委員会職員の人事に関する手続規程（昭和51年10月県教育委員会訓令第７号）の一部を次のように改

正する。

　別表第２第13項中「別表第１の２」を「別表第１」に改める。

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県教育委員会訓令第６号

局　　　　　中

教　育　機　関

　山形県立加茂水産高等学校の職員の旅行手当の額を定める規程を廃止する訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　須　　　貝　　　英　　　彦

山形県立加茂水産高等学校の職員の旅行手当の額を定める規程を廃止する訓令

　山形県立加茂水産高等学校の職員の旅行手当の額を定める規程（平成４年３月山形県教育委員会訓令第２号）

は、廃止する。

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

　選挙管理委員会関係　

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第34号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の

１の数、同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た

数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方自治法第80条

第１項に規定する選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、次のとおりである。

　　令和８年３月31日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　

委 員 長　　粕　　　谷　　　真　　　生

　選挙権を有する者の総数の50分の１の数　　17,151人

　選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に

３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数　　207,190人

　県議会議員の選挙における選挙区ごとの選挙権を有する者の総数の３分の１の数
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　人事委員会関係　

山形県人事委員会訓令第１号

事　　務　　局

　事務局職員の日額旅費の支給及び旅費の調整の基準を廃止する訓令を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山 形 県 人 事 委 員 会 　　　　　　　　

委 員 長　　安　孫　子　　　俊　　　彦

事務局職員の日額旅費の支給及び旅費の調整の基準を廃止する訓令

　事務局職員の日額旅費の支給及び旅費の調整の基準（昭和41年４月県人事委員会訓令第４号）は、廃止する。

附　則

　この訓令は、令和８年４月１日から施行する。

　内水面漁場管理委員会関係　

指　　　　　示

山形県内水面漁場管理委員会指示第１号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定により、令和８年度の内水面漁業協同

組合別水産動植物の増殖数量について、次のとおり指示する。

　　令和８年３月31日

山形県内水面漁場管理委員会　　　　　　　

会　　長　　國　　　方　　　敬　　　司

選 挙 区 名 ３分の１の数 選 挙 区 名 ３分の１の数 選 挙 区 名 ３分の１の数

山 形 市 66,519人 上 山 市 7,966人 南 陽 市 8,177人

米 沢 市 20,991人 村 山 市 6,118人 東 村 山 郡 6,749人

鶴 岡 市 33,058人
長 井 市 ・
西 置 賜 郡

13,915人 最 上 郡 9,560人

酒田市・飽海郡 30,434人 天 童 市 16,682人 東 置 賜 郡 9,790人

新 庄 市 9,096人 東 根 市 13,179人 東 田 川 郡 7,385人

寒 河 江 市・
西 村 山 郡

20,637人
尾 花 沢 市・
北 村 山 郡

5,589人
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令　和　８　年　度　増　殖　数　量　指　示

増殖方法 移　　　　　　　　　　殖　　　　　　　　　　放　　　　　　　　　　流 人　工　ふ　化　放　流 産　　卵　　場　　造　　成　　等

水産動植物名
あ ゆ

うぐい
（はや）

こ い ふ な うなぎ かじか
さくらます（やまめ） にじます いわな もくず

が に
ひめます

やつめ
うなぎ

いわな わかさぎ
さくらます
（やまめ）

あ ゆ
うぐい
（はや）

かじか
やつめ
うなぎ

そ　の　他
漁 協 名 免 許 番 号 （稚魚）（幼魚）（成魚）（稚魚）（成魚）（稚魚）（幼魚）（成魚）

両 羽 内共第１号 110 1,000 500 2

県 南 内共第２号 130 50 50 260 280 240 1 500 8 1 いわな３

西 置 賜 内共第３号 110 30 13,500 1,000 15,000 120 10 6 8

最 上 川
第 一

内共第４号 400 5 5 5 1 11,000 50 1,000 20,000 2 こい２、さくらます（やまめ）１

内共第５号 10 5

計 400 5 10 10 5 1 11,000 50 1,000 20,000 2 こい２、さくらます（やまめ）１

最 上 川
第 二

内共第６号 1,000 75 65 4,000 160 200 100 1 1

内共第７号 50 22

内共第８号 50 75

内共第９号 20

計 1,000 100 172 65 4,000 180 200 100 1 1

丹 生 川 内共第10号 180 2 5 2,000 5 2,500 200 7 6

小 国 川 内共第11号 3,500 5 60,000 20,000 1,000 1 9 7 7

最 北 中 部 内共第12号 200 10 25,000 3,000 25,000 1,200 2 3 2

最 上 内共第13号 900 20,000 30 20,000 2,000 1 1 1 1

最上川第八 内共第14号 90 5 15,000 8,000 800 140 4 3

赤 川

内共第15号 105 1 1,000 500 さくらます（やまめ）ほか８

内共第16号 295 2 80 10 9,000 1,500 あゆほか１、さくらま
す（やまめ）ほか10

内共第17号 3,000 いわな３

計 400 3 80 10 10,000 2,000 3,000 いわな３、あゆほか１、さ
くらます（やまめ）ほか18

月 光 川 養 内共第18号 15 37 60 3,500 1 1 1 1

日 向 荒 瀬 内共第19号 60 3 3 3 1,000 1 1 1 1

山 戸 内共第20号 170 5,200 500 9 5 5 さくらます、いわな６

温 海 町
内 水 面

内共第21号 70 12 2,000 100 2 1 1 1 いわな１、さくらます
（やまめ）２

内共第22号 70 12 2,000 100 2 2 1 1 いわな１、さくらます
（やまめ）２

内共第23号 70 11 2,000 100 3 2 2 1 いわな１、さくらます
（やまめ）２

計 210 35 6,000 300 7 5 4 3 いわな３、さくらます
（やまめ）６

小 国 町 内共第24号 400 100 1,200 1,000 6 6 わかさぎ１

作 谷 沢

内共第25号 100 100 5 600 こい１、ふな１

内共第26号 100 100 こい１、ふな１

計 200 200 5 600 こい２、ふな２

　 合 　 　 計 　 7,765 5 362 485 15 4 151,700 410 360 9,000 475 126,500 3 1,820 13,600 3,000 640 1 2,110 0 20 60 47 15

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

キロ
グラム

尾 キロ
グラム

キロ
グラム

尾 キロ
グラム

尾 キロ
グラム

キロ
グラム

尾 尾 万粒 万粒 万粒 万粒 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
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山形県内水面漁場管理委員会指示第２号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項及び第171条第４項の規定により、コイヘルペスウイルス病のま

ん延を防止するため、次のとおり指示する。

　　令和８年３月31日

山形県内水面漁場管理委員会　　　　　　　

会　　長　　國　　　方　　　敬　　　司

１　指示の内容

(1)	持出しの禁止

県内の区画漁業権漁場以外の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面において、コイ（マゴイ及びニシキ

ゴイをいう。以下同じ。）がコイヘルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあるとして知事が定

めた水域（水面に設置した工作物等により、コイの遡上が考えられず、制限の必要がないと判断される水域を

除く。）においては、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、コイを持ち出してはならない。

(2)	放流等の制限

イ　県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、内水面漁場管理委員会が承認した場合及び

捕獲したコイをその場で再び放す場合を除き、コイの放流又は移植を行ってはならない。

ロ　生死を問わず、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。

２　指示の期間　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

　企 業 局 関 係　

規　　　　　程

山形県企業管理規程第２号

　山形県企業局職員住宅管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県企業管理者　　松　　　澤　　　勝　　　志

山形県企業局職員住宅管理規程の一部を改正する規程

山形県企業局職員住宅管理規程（昭和30年８月県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

別表第１を次のように改める。

別表第１第１項中「建設年次」を「経過年数（当該公舎の新築工事が完了した日の属する年度の翌年度の４月１

日から起算した年数）」に改め、同項の表を次のとおり改める。

別表第１

構造 経過年数別区分
公舎面積区分

70平方メートル未満 70平方メートル以上

木造 ５年未満 367円 451円

５年以上10年未満 341 419

10年以上15年未満 316 388

15年以上20年未満 290 356

20年以上25年未満 264 325

25年以上30年未満 239 293

30年以上 213 262

鉄骨鉄筋コンクリー

ト造、鉄筋コンク

リート造及び鉄骨造

５年未満 367 451

５年以上10年未満 351 432

10年以上15年未満 336 413

15年以上20年未満 320 394

20年以上25年未満 305 375

25年以上30年未満 289 356

30年以上35年未満 274 337
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　　　　　　「　　　　　　　　　「

　別表第２中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　」 　　　　　　　　　」

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第３号

　山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

　　令和８年３月31日

山形県企業管理者　　松　　　澤　　　勝　　　志

山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程

　山形県企業局事務代決及び専決事務に関する規程（昭和40年６月県企業管理規程第10号）の一部を次のように改

正する。

　別表第１財務の項第13項第14号中「に限る」を「及び県職員等の旅費に関する条例（昭和26年10月県条例第48

号）第２条第８号に規定する旅行役務提供者に対して支出する旅費又は費用弁償に限る」に改める。

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第４号

　山形県企業局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める｡

　　令和８年３月31日

山形県企業管理者　　松　　　澤　　　勝　　　志

山形県企業局就業規程の一部を改正する規程

　山形県企業局就業規程（昭和43年４月県企業管理規程第２号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第４号中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 　　　　　　　　　　　　　　　　　」

附　則

１　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

２　改正前の別記様式第４号の規定による用紙でこの規程の施行の際現に残存するものは、所要の措置を講じた上

で当分の間使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第５号

　山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県企業管理者　　松　　　澤　　　勝　　　志

山形県公営企業財務規程の一部を改正する規程

35年以上40年未満 258 317

40年以上45年未満 243 298

45年以上50年未満 227 279

50年以上 212 260

1,600

を

1,900

1,400 1,500

1,200 1,300

1,300 1,500

出
張

日額出張 日

普通出張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日

出　　　　 張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日
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　山形県公営企業財務規程（昭和53年４月県企業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第67条第２項第４号中「又は」を「、」に、「書類」を「書類その他の居所を移転したことを証する書類」に改

める。

　第143条を次のように改める。

第143条　削除

　第150条中「第243条の２の８第１項後段」を「第243条の２の９第１項後段」に改める。

　別表第１繰延収益の項の表、別表第２繰延収益の項の表、別表第４繰延収益の項の表及び別表第５繰延収益の項

　　　「

の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記様式第66号及び別記様式第66号の２中「配当元」を「配当先」に改める。

附　則

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第67条第２項第４号、第143条、別記様式第66号及び別記様式第

66号の２の改正規定は令和８年４月１日から、第150条の改正規定は同年９月24日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県企業管理規程第６号

　山形県企業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県企業管理者　　松　　　澤　　　勝　　　志

山形県企業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程

　山形県企業局職員の人事に関する手続規程（平成22年３月県企業管理規程第１号）の一部を次のように改正す

る。

　別表第14号中「別表第１の３」を「別表第１」に改める。

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　病院事業局関係　

規　　　　　程

山形県病院事業管理規程第３号

　山形県病院事業局職員旅費支給規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局職員旅費支給規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局職員旅費支給規程（平成15年３月県病院事業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

　第２条後段を削る。

長期前受金収益化累

計額 受贈財産評価額

工事負担金

補助金

その他長期前受金

長期前受金収益化累

計額 受贈財産評価額

工事負担金

補助金

その他長期前受金

建設仮勘定長期前受

金 受贈財産評価額

工事負担金

補助金

その他長期前受金
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附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第４号

　山形県病院事業局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局財務規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局財務規程（平成15年３月県病院事業管理規程第11号）の一部を次のように改正する。

　第40条及び第41条を次のように改める。

第40条及び第41条　削除

　第64条第１項第４号中「又は」を「、」に、「書類」を「書類その他の居所を移転したことを証する書類」に改

める。

　第122条中「第243条の２の８第１項後段」を「第243条の２の９第１項後段」に改める。

　別記様式第56号を次のように改める。

様式第56号　削除

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第122条の改正規定は、同年９月24日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第５号

　山形県病院事業局就業規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局就業規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局就業規程（平成15年３月県病院事業管理規程第17号）の一部を次のように改正する。

　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別記様式第11号中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 　　　　　　　　　　　　　　　　　」

附　則

１　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

２　改正前の別記様式第11号の規定による用紙でこの規程の施行の際現に残存するものは、所要の措置を講じた上

で当分の間使用することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第６号

　山形県病院事業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局職員の人事に関する手続規程の一部を改正する規程

　山形県職員の人事に関する手続規程（平成15年３月山形県病院事業管理規定第18号）の一部を次のように改正す

る。

　別表第１第15号中「別表第１の３」を「別表第１」に改める。

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出
張

日額出張 日

普通出張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日

出　　　　 張 日

研 修 日

年 次 休 暇 日　　時

忌 引 休 暇 日

産 前 産 後 日

生 理 休 暇 日

結 核 休 暇 日
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山形県病院事業管理規程第７号

　山形県病院事業局職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局職員の給与の支給に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第19号）の一部を次のよう

に改正する。

　　　　　　　　　　　　　「

　第６条第３項第１号の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同項第４号の表中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別表第１中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 　　　　　　　　　　　　　　　　」

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県病院事業管理規程第８号

　山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　令和８年３月31日

山形県病院事業管理者　　阿　　　彦　　　忠　　　之

山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する規程

　山形県病院事業局事務代決及び専決事務に関する規程（平成15年３月県病院事業管理規程第20号）の一部を次の

ように改正する。

　別表第１人事・服務の項中第23項を削り、第24項を第23項とする。

附　則

　この規程は、令和８年４月１日から施行する。

短大３卒
１ ５ ３ ４

０ １ ６ ９ 13

大学卒
５ ３ ４

０ ５ ８ 12

短大３卒
１ ５ ３ ４

０ １ ６ ９ 13

短大３卒 １級17号給

大学卒 ２級１号給

短大３卒 １級17号給

を

386,500 386,500 416,300

387,100 387,100 416,700

387,700 387,700 417,100

　

388,000 388,000 417,500

388,500 388,500 418,000

388,900 388,900 418,400

389,200 389,200 418,800

　

389,800 389,800 419,200
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公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、産業労働部商業振興・経営支援課及び新庄市役所において令和８年７月31日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ひのき町複合施設

　　新庄市桧町９番11　外　地内

２　変更した事項

(1)	大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）縦覧に供する届出書のとおり

　　（変更後）縦覧に供する届出書のとおり

(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）縦覧に供する届出書のとおり

　　（変更後）縦覧に供する届出書のとおり

３　変更年月日

　　縦覧に供する届出書のとおり

４　届出年月日

　　令和８年３月13日

５　その他

この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、令和８年７月31日までに知事に提出することができ

る。

(1)	意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

(2)	意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

(3)	意見

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、産業労働部商業振興・経営支援課及び新庄市役所において令和８年７月31日まで縦覧に供す

る。

　　令和８年３月31日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　（仮称）ひのき町複合施設

　　新庄市桧町９番11　外　地内

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

名　　　　　　　称 住　　　　　　　　　　　　　　　　所 代表者の氏名

株 式 会 社 お ー ば ん 天童市乱川三丁目12番１号 二 藤 部 　 　 　 洋

三菱ＨＣキャピタルエス

テートプラス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目６番５号 野 々 口 　 　 　 剛
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３　変更する事項

(1)	大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　（変更前）2,659平方メートル

　　（変更後）2,986平方メートル

(2)	大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

イ　駐車場の収容台数

　　　（変更前）118台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）135台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

ロ　駐輪場の収容台数

　　　（変更前）57台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）20台（位置については縦覧に供する図面のとおり）

ハ　荷さばき施設の位置及び面積

　　　（変更前）172.4平方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）92.4平方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

ニ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　（変更前）48.4立方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）39.35立方メートル（位置については縦覧に供する図面のとおり）

(3)	大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　（変更前）

　　　（変更後）

ロ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　（変更前）午前８時30分から午後10時まで

　　　（変更後）午前８時30分から翌午前０時30分まで

ハ　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　　　（変更前）６箇所（位置については縦覧に供する図面のとおり）

　　　（変更後）４箇所（位置については縦覧に供する図面のとおり）

ニ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　（変更前）午前６時から午後８時まで

　　　（変更後）午前６時から午後９時まで

４　変更年月日

(1)	３の(3)イ、ロ、ハに掲げる事項　令和８年３月14日

(2)	(1)以外の事項　令和８年11月14日

５　届出年月日

　　令和８年３月13日

６　その他

小 売 業 を 行 う 者 開 店 時 刻 閉 店 時 刻

株式会社郷野目ストア 午前９時 午後９時30分

株式会社ツルハ 午前９時 午後10時

小 売 業 を 行 う 者 開 店 時 刻 閉 店 時 刻

株式会社おーばん 午前９時 午後９時30分

株式会社ツルハ 午前９時 翌午前０時
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この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、令和８年７月31日までに知事に提出することができる。

(1)	意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

(2)	意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

(3)	意見

令和８年３月31日印刷

令和８年３月31日発行

発行所

発行人

山 形 県 庁

山 形 県


